
建築関係工事における情報共有システムの運用 

１ システム運用の対象工事 

本運用は、土木部が発注又は受託する建築関係工事に適用する。 

２ システム利用の有無 

 受注者は、システムの利用希望がある場合、別紙１によりシステム対象書類の

内容について、契約後すみやかに監督員と協議する。 

ただし、発注者があらかじめ当該システムを利用することを指定する場合を除

く。 

３ システムを利用する内容 

提出書類の処理［作成、提出、確認、決裁］をシステムにて行い、紙に出力し

ての処理（提出等）は不要とする。 

４ システムを利用する対象の書類 

【別紙２】情報共有システムの対象書類のうち、当該工事で作成する書類の中

から受発注者間の協議にて決定する。 

また、対象とする提出書類は、電子納品チェックシート（建築関係工事）1/2

に記載の福島県建築・設備工事に係る提出書類チェックリストや提出書類確認一

覧表を参考に決定し、情報共有システムに登録する。 

なお、書類の整理、情報の共有、紛失防止等から紙決裁した書類についても決

裁後、情報共有システムに登録することができる。（システムの決裁は不要） 

５ システムを利用した書類の「電子的方法での納品」、「電子検査」 

 システムを利用して受発注者間の各処理を行った書類については、当該データ

を格納した電子媒体（ＣＤ、ＤＶＤ等）の提出とする。 

また、竣工検査（机上検査）における上記書類の提示等は、ＰＣ画面やモニタ

ー等を用いて行うこととする。 

なお、特別の理由等がある場合は、受発注者間の協議を行った上で紙に出力し

て対応することができる。 

６ 各工事で利用するシステムの選定 

 国土交通省の機能要件を満たすシステムから受注者が選定したもの等につい

て、受発注者間の協議を行い決定する。 

※ 令和３年１月１８日現在、国土交通省の機能要件を満たすシステムは８つ。 

※ 業務効率化の効果をより発現するため、工事監督課単位で同一のシステムを

活用することも有効。 



 

７ システム操作の研修 

職員を対象に初級者向けの操作研修を実施する。 

  操作研修で使用するシステムは、福島県が実施したアンケート結果を基に受発

注者が求めている機能【別紙３】の全てを有している下記の事業者のシステムと

なる。 

なお、下記の事業者以外のシステムの操作は、提供しているシステム事業者よ

り説明を受けるものとする。 

 

システム提供者：（株）ビーイング 

システム名：BeingCollaboration、BeingCollaboration PM 

※研修システムは、２年毎に検証する。 

 

８ 費用の計上方法等 

 (1) 費用の計上方法 

 発注者がシステム利用を指定する工事については、システム利用に掛かる費

用をあらかじめ計上する。 

受注者が「２ システム利用の有無」によりシステムを利用することで協議

が整った場合は、変更を行うものとする。 

なお、システム利用に掛かる費用は、発注者が定める月額料金に工期月数を

掛けた金額とし共通仮設費に積み上げる。 

 (2) 積算方法 

発注者がシステム利用を指定する工事の場合は、積算工期の月数とし工期が

短縮した場合でも変更の対象としない。また、受注者の責によらない工期延長

があった場合は月数を加算する。 

発注者がシステム利用を指定せず受注者が希望した工事の場合は、協議が整

った月から工事完成日までの月とする。 

月数は、積算工期又は契約工期以内とし、整数とする。 

変更契約する場合のシステム利用料は、請負率の対象とする。 

 (3) 記載方法 

   特記仕様書に記載する。（別紙、記載例を参照。） 

 

９ その他 

  システムに関する説明が必要な場合などは、対面協議のほか、Web 会議（打合

せ）を取り入れるなど、効率的に実施する。 

 

 附 則 

令和３年７月１日以降に起工する建築関係工事に適用する。 



 





 

 

 

 





【別紙３】令和２年度情報共有システム受発注者が求める機能 

①文書作成者以外の者が文書を修正可能

（受注者側、発注者側起案にかかわらず修正ができ、修正した履歴が残る） 

②文書作成者以外の者が添付ファイルを追加可能

（受注者側、発注者側起案にかかわらず添付ができ、添付した履歴が残る） 

③起案時の決裁者への通知機能（メール）

（文書作成者が起案した時決裁者全員へメールで通知される） 

④決裁や差戻時の通知機能（メール）

（決裁や差戻時にメールで通知される） 

⑤メール通知機能でメールの件名でどの工事か確認可能

（メール通知機能でメールの件名でどの工事であるか確認ができる） 

⑥未処理の場合の通知（確認）機能

（未処理の場合、メールで通知されるかシステム内で容易な未処理確認（目に付き

やすい）ができる） 

⑦一度作成した文書（鑑）を使用し、新たな文書（鑑）作成可能

（一度作成した文書（鑑）を使用し、簡単に新たな文書（鑑）が作成できる） 

⑧文書（鑑）作成の際、エクセル、ワードなど情報共有システム以外のファイルか

らコピーしたものを貼り付け可能 

（文書（鑑）作成の際、エクセル、ワードなど情報共有システム以外のファイルか

ら文章（罫線、図表等を除く）をコピーして貼り付けすることができる） 

⑨決裁状況の確認機能

（システム内で決裁の状況が確認できる） 

⑩紙決裁登録

（紙決裁した書類をシステムで決裁（二重決裁）しなくても、システム内に登録す

ることができる） 

⑪決裁順序は変更可能

（担当者が不在の場合、その上司が決裁できるなど、決裁順序の変更ができる） 

⑫決裁前文書の引き戻し機能

（誤って決裁者へ提出（回覧）してしまった時など、決裁される前であれば文書の

引き戻しができる） 

⑬鑑は県様式

（工事打合せ簿、確認書、工事履行報告書の全てが福島県の土木工事共通仕様書の

様式である） 

⑭図面等データを共有できる機能がある

（文書管理のほか掲示板など） 

⑮ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ対応



参考図書について 

電子納品チェックシート（建築関係工事）1/2 にある情報共有システムを利用す

る場合に参考とする図書を下記に記載する。 

１ 福島県建築・設備工事に係る提出書類チェックリスト 

(1) 様式 

福島県ホームページの土木部営繕課のページよりダウンロード。 

(2) 掲載ページ 

福島県ホームページのトップ画面「組織でさがす」より土木部「営繕課」を

参照。 

２ 提出書類確認一覧表 

(1) 様式 

次ページより掲載。 



 

 



 

 













 

 

 

 

 

 

 



土木部営繕課のホームページより 





 




